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令和 7 年９⽉ 

国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構 

先端基礎研究センター 

耐環境性機能材料科学研究グループ  



1. 件名 
3 軸ピエゾステージの購⼊ 

2. ⽬的 
本仕様書は、先端基礎研究センター 耐環境性機能材料科学研究グループにおいて、１F・機構内バ
ックエンド推進費による「研究施設等廃棄物のウラン安定化処理に向けた新しい固定化法：ハイエン
トロピー化処理」を⾏うため、耐環境性機能材料科学研究Gr内で⽤いる３D顕微ラマン分光装置の3
軸ピエゾステージを購⼊するためのものである。当該システムを⽤いて、材料への放射線照射前後の
構造の変化をラマン測定するための試料の位置の微調節を⾏う。当該装置は、試料のミクロの表⾯構
造をラマン散乱分光測定によってキャラクタリゼーションするためのステージであり、この構造デ
ータを取得することによって相変態を感知・計測することが期待できる。 

3. 購⼊品仕様 

東京インスツルメンツ社製 
３D 顕微ラマン分光装置分光装置 Nanofinder オプション  
型番: 3 軸ピエゾステージ    NF-3PZ100-NI-JAA 相当品不可 
 
3 軸ピエゾステージ    NF-3PZ100-NI-JAA 
1.ピエゾステージ本体 1 式 
1-1 3 軸各軸のストロークが 100μm 以上であること。 
1-2 3 軸⼀体型の構造であること。 
1-3 各軸における分解能が 2nm 以下であること。 
1-4 ピエゾステージはクローズドループ動作可能で、クローズドループ⽤のセンサーは静電容量センサーであること。 
1-5 ピエゾステージステージの動作を⾏うためのコントローラーを含むこと。 
1-6 ピエゾステージ駆動はアナログ電圧⼊⼒（0-10V）で制御可能であること。 
1-7 各軸にはピエゾ位置モニター⽤センサー出⼒端⼦を備えていること。 
2. 制御部 1 式 
2-1 PC によるピエゾステージ制御⽤を⾏うため、アナログ電圧出⼒を備えた D/A ボードで PCIe インターフェイスに

より PC にインストール可能であること。 
2-2 アナログ電圧出⼒は 3Ch 以上であること。 
2-3 東京インスツルメンツ社製 Nanofinder ソフトウェアにより制御可能であること。 
2-4 検出器への外部トリガー出⼒端⼦を備えていること。 
2-5 ピエゾステージの位置をモニターするための電圧⼊⼒端⼦を備えておりソフトウェアにて表⽰可能であること。 

4. 納期 
令和８年 3 ⽉ 27 ⽇ 

5. 納⼊場所及び納⼊条件 
（１）納⼊場所 

〒319-1195 茨城県那珂郡東海村⼤字⽩⽅ 2 番地 4 
国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構 



原⼦⼒科学研究所 CO60 放射線照射室 K101-103 号室 
 

（２）納⼊条件 

据付調整渡し 

6. 検収条件 
第５項に⽰す納⼊場所に納⼊後、員数検査、外観検査及び提出図書の合格をもって検収とする。提出
図書は下表の通りとする。 

図書名 部数 提出期限 

1. 据付調整作業の報告に要する書類⼀式 

・作業報告書（メーカーの定めるもの） 

・その他原⼦⼒機構が必要とする書類 

各 1 
作業終了後速やかに 

適時 

7. グリーン購⼊法の推進 
（１）本契約において、グリーン購⼊法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適
⽤する環境物品（事務⽤品、ＯＡ機器等）の採⽤が可能な場合は、これを採⽤するものとする。 

（２）本仕様に定める提出図書（納⼊印刷物）については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙
類」の基準を満たしたものであること。 

8. 協議 
本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が⽣じた場合は、原⼦
⼒機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。 

9. その他 
（１）本仕様書の内容を⼗分理解して移設及び据付調整を⾏うこと。また、受注者は原⼦⼒機構内施設へ

装置を設置する際に異常事態等が発⽣した場合、原⼦⼒機構の指⽰に従い⾏動するものとする。ま
た、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発⽣した場合、受注者がその原因分析や対策検
討を⾏い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確
認を受けること。 

（２）本作業に当たっては、作業内容や取り扱う機材に応じた安全衛⽣管理及び保安管理上の専⾨的知
識・技能に即した保安教育訓練を必ず受講すること。また、保安教育訓練に対する理解度確認票を
提出すること。 

（３）受注者が持ち込んだ物品や段ボール等の不要物は持ち帰ること。 

（４）受注者は作業等に関連する下記に記す法律、所内規定等を遵守すること。 

・ 労働安全衛⽣法 

・ 労働安全衛⽣規則 

・ 原⼦⼒科学研究所安全衛⽣管理規則 

・ 原⼦⼒科学研究所事故対策規則 



・ 原⼦⼒科学研究所消防計画 

・ リスクアセスメント実施要領 

・ 危険予知(KY)活動及びツールボックスミーティング(TBM)実施要領 

・ 化学物質等リスクアセスメント実施要領 

・ 安全作業ハンドブック 

・ ⼯事・作業の安全管理基準 

・ その他「⼯事・作業の安全管理基準」の参考資料に記載された要領 

（５）受注者は作業開始前にKY・TBM、リスクアセスメント等を実施し、危険箇所の抽出や改善を図っ
てから作業を⾏うものとし、安全に⼗分留意して作業を⾏うこと。 

 

以上 


